
稲枝商工会の創業セミナー開催
創業を目指す方、創業後５年未満で事業を
軌道にのせたい方、初心者や副業を目指す
方を対象に「自分の事業として形にする
力」を育てる１０回講座です。
・・・詳しくはチラシをご覧ください。

ひこちゅう通信

地元小規模事業者を応援！
マル経融資で事業資金をサポート

商工会の推薦により、日本政策金融公庫から無
担保・無保証人・低金利（年利1.8％・6月27日現
在）で融資が受けられる「マル経融資」。事業
に必要な資金を安心してご利用いただけます。
まずはお気軽に商工会までご相談ください！

賃上げに向けた助成金支援！
最近、賃金引き上げの流れが続いています
ね。厚生労働省では、生産性向上（設備投
資・人材育成）や、非正規雇用の処遇改
善、より良い働き方への転職支援など、賃
上げを後押しするための支援策を用意して
います。 
・・・詳しくはチラシをご覧ください。

今月のおすすめ情報
7月12日(土)青年部絆感謝運動

青年部では地域貢献の一環として、18時より
JR稲枝駅周辺で清掃奉仕活動を実施します。
※商工会青年部の活動に関心のある45歳以下
　の経営者や後継者の方は、お気軽に商工会
　事務局までお問い合わせください。﻿

いつでも商工会に

相談してね！

また次回もお楽しみに♪

No.
000

稲枝商工会　☎43-2201

今後の予定

彦根市稲部町607-1

 こんにちは、ひこちゅうだよ！

 稲枝商工会のLINE公式アカウントから、情報発信をスタートするよ！

 今回は「ひこちゅう通信」の正式発行に向けたプレ配信（お試し版）です。

 これから毎月第1水曜日に、会員のみなさまに役立つ情報や商工会からのお知らせをお届

けする予定です。ぜひお楽しみに✨

2025年7月2日発行
（毎月第1水曜日）

9月3日(水)三部会合同研修会

三部会合同で、大阪・関西万博
へのバス視察研修を企画してい
ます！今回は建設部会が幹事と
なり開催します。ぜひご参加く
ださい！
・・・詳しくはチラシをご覧ください。

プレ配信（お試し版）

LINE公式アカウントで配信している各種情報は、稲枝商工会の公式ホームページでもご確認いただけます。

稲枝地域の事業所と地域のみなさんをつな
ぎ、まちをもっと元気にするイベント「イナ
フェス2025」を、11月1日に開催予定です！ 今
後は出展者募集などの情報も随時お知らせし
ていきますので、ぜひご参加・ご協力をよろ
しくお願いします！

11月1日(土)イナフェス2025開催決定
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募
集問合せ先

三 部 会 合 同 研 修 会

大阪・関西万博

　日頃より商工会事業にご協力いただき、誠にありがとうございます。
　このたび、業種を問わず地域商工業の振興を考えることを目的に、視察
研修を実施いたします。
　万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」のもと、多様な文化や
先端技術を体験できる貴重な機会です。
　ぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。
　本研修が、皆様の事業のヒントや新たな出会いにつながれば幸いです。

いのち輝く未来社会のデザイン

09.03 [水]

稲枝商工会

日          時

集合場所
行  き  先

２０２５ 年 ９ 月 ３ 日（水） 大型バス
出発７：３０〜帰着１８：００

２０２５年大阪・関西万博会場（大阪夢洲）

・昼食は、会場内での自己負担となります

１名１０，０００円　（当日集金）参  加  費

申込締切

お申し込み
締切 7/31QR

２０２５

稲枝商工会館　７：２５集合

先着３０名（１会員２名まで）定      員

２０２５ 年７月３１日（木）

・当日は、自由行動を予定しています

代表者・代表者の家族・従業員に限る

稲枝商工会　TEL0749-43-2201　FAX0749-43-6338

幹事 建設部会

参加費に含まれるもの：入場チケット(1日券)/バス代/旅行傷害保険/車中飲物







• 賃上げと設備投資等を含む生産性向上に資す

る計画の作成が必要

• 中小企業が利用可能

• 助成額は、賃金の引き上げ額、引き上げ労働者

数等によって決定

• 交付決定を受けた後に設備投資等を行う

賃上げ＋設備投資活用のポイント

賃金引き上げの支援策

厚生労働省は事業主の皆さまの賃上げを支援しています

賃金引き上げ
事業主の皆さまへ

賃上げコース区分 助成上限額

30円コース 30～130万円

45円コース 45～180万円

60円コース 60～300万円

90円コース 90～600万円

業務改善助成金

事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業に、その費用の一部を助成します。
中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取り組みが支援対象 （※）です。
※申請前の賃金引き上げ、交付決定前の設備投資は対象となりません。

30人の事業場で、事業場内最低賃金労働者5人の時給を45円引き上げた場合、設備投資に

かかった費用に対し最大10０万円が助成されます。
活用例

• 賃金規定等の増額改定に関するキャリアアッ

プ計画の作成が必要

• 中小企業、大企業どちらも利用可能

• 原則、事業所内全ての非正規雇用労働者の賃

金規定等を改定する必要あり

• 改定にあたり職務評価を活用した場合、昇給

制度を新たに規定した場合は助成額を加算

非正規雇用労働者の賃上げ活用のポイント

キャリアアップ助成金 （賃金規定等改定コース）

非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げが対象です。

中小企業が賃金規定等を５％増額改定し、10人の有期雇用労働者の賃金引き上げを実施した

場合、65万円が支給されます。
活用例

非正規雇用労働者の
賃上げ率の区分

助成額
（１人当たり）

３％以上4％未満の場合 ４万円(2.6万円)

4％以上5％未満の場合 5万円(3.3万円)

5％以上6％未満の場合 6.5万円(4.3万円)

6％以上の場合 7万円(4.6万円)

• 労働時間削減等の取組計画の作成が必要

• 中小企業や中小企業が属する団体が利用可能

• 助成額は、成果目標の達成、賃金の引き上げ

額、賃金を引き上げた労働者数等により決定

• 交付決定を受けた後に設備投資等を行う

労働時間削減等の取組

（賃上げ）＋設備投資等
活用のポイント

コース区分
助成上限額

基本
部分

賃上げ
加算

業種別課題対応コース（※１）
25～
550万円

６～
360万円
（※２）

労働時間短縮・年休促進支援コース
25～
200万円

勤務間インターバル導入コース
50～
120万円

働き方改革推進支援助成金

労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む中小企業事業主に、外部専門家のコン
サルティング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、成果を上げた場合に助成します。

建設業の事業場が設備投資等を実施して、36協定で設定する時間外・休日労働時間数の上限を

引き下げた場合等に、設備投資等にかかった費用に対し最大25～550万円が助成されます。
活用例

（※１）建設業の場合
(※２)労働者数30人以下の場合は倍額を加算
（※３）別途団体向けのコースあり（助成上限額1 ,000万円）

(※)括弧内の金額は、大企業の場合の助成額。１年度１事業所あたりの支給申請上限人数は100人。



• 雇用管理制度又は従業員の作業負担を軽減する

機器の導入計画の作成、実施後の離職率の低下

が必要

• 原則、中小企業、大企業どちらも利用可能(※)

• 助成額は、雇用管理制度・導入機器に応じて決定

• 対象労働者の賃上げ（５％以上）で、助成額を加算

雇用管理改善の取り組み
（賃上げ加算）活用のポイント区分 助成額（※１・２）

①賃金規定制度
②諸手当等制度
③人事評価制度

50万円
（40万円）

④職場活性化制度
⑤健康づくり制度

25万円
（20万円）

⑥作業負担を軽減する機器等
導入経費の62.5％

（50％）

人材確保等支援助成金 （雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）

人材確保のために雇用管理改善につながる制度等（賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、

職場活性化制度、健康づくり制度）の導入や雇用環境の整備（従業員の作業負担を軽減する機器等の
導入）により、離職率低下を実現した事業主に対して助成します。

複数の雇用管理制度や作業負担を軽減する機器等を導入し、賃上げ（５％以上）を行った場合、

最大287.5万円が支給されます。
活用例

（ Ｒ ７ ． ４ ）

支援策の詳細はHPをチェック

厚生労働省HP

「賃上げ」支援助成金パッケージ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku

nitsuite/bunya/package_00007.html

(※) 賃金規定制度は中小企業のみ利用可能

(※１)括弧内の金額は、賃上げを行った場合以外の助成額又は助成率。

（※２）①～⑤を複数導入した場合の上限額は100万円（80万円）。⑥を導入した場合の上限額は187.5万円（150万円）。

• 職業訓練実施計画を作成し、訓練開始前に労働
局への提出が必要。計画に沿って訓練を実施し
た後、申請

• 10時間以上のOFF-JTによる訓練等が対象
• 中小企業、大企業どちらも利用可能
• 助成額は、訓練内容、企業規模により決定

職業訓練＋経費助成等
（訓練終了後の賃上げ等加算）

活用のポイント区分（※） 賃上げした場合の助成率・額

①賃金助成額
労働者1人１時間あたり

５００円・1000円

②経費助成率
訓練経費の45％～100％
※制度導入に係る助成の場合は、
2４万円・36万円

③ＯＪＴ実施助成額
1人１コースあたり

12万円～２５万円

人材開発支援助成金

職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合等に訓練
経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。

活用例

※訓練コース・メニューによって上記区分①～③のいずれが支給されるか異なります（①～③全てが支給される場合もあれば②のみとなる場合もあります。）。

中小企業事業主が、正規雇用労働者1人につき、10時間の訓練（※１）（訓練経費10万円）を受講させ、
訓練終了後、訓練受講者の賃上げ（※２）を行った場合、7万円が支給されます。

※１ 人材育成支援コース（人材育成訓練）の場合
※２ ５％以上の賃上げ又は資格等手当を就業規則等に規定し、訓練受講者に実際に資格等手当を支払い３％以上賃金を上昇させた場合

より高い処遇への労働移動等への支援

特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース、中途採用拡大コース）

• 雇入れ支援コース：事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を早期に無期雇用で雇

入れ、雇入れ前と比較して５％以上賃上げした場合に助成します。

• 中途採用拡大コース：中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用率を一定以上拡大させ

た場合及び中途採用率を一定以上拡大させ、そのうち45歳以上の者で一定以上拡大させ、かつ当

該45歳以上の者全員を雇入れ前と比較して５％以上賃上げした場合に助成します。

産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）

• 在籍型出向により労働者をスキルアップさせ、復帰後の賃金を復帰前と比較し５％以上増加させた

場合に助成（上限額8,635円／１人１日あたり（１事業主あたり1,000万円））します。

• ハローワーク等を通じ、高年齢者や障害者、就職氷河期世代を含む中高年層など（就職困難者等）を

継続して雇用する事業主に助成（30万円～240万円）

• これら就職困難者等を就労経験のない職種で雇い入れ、①成長分野（デジタル、グリーン）の業務に

従事する労働者の雇入れ、②人材育成（人材開発支援助成金の活用）及び雇入れから3年以内に５％

賃上げのいずれかを実施した場合、1.5倍の助成金を支給



経営改善に取り組む皆様へ

令和7年度当初予算

「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」
地域の雇用や産業を支える小規模事業者の経営改善を

促進することを目的とし、持続的な経営に向けた取組を支援します

小規模事業者※が商工会・商工会議所等の伴走支援を受けながら取り
組む経営改善に必要な資金を無担保・無保証で融資

※ 従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、

 製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下である事業者
※ 商工会・商工会議所の会員・非会員を問いません

【事業目的】

【融資額】

【融資期間】

2,000万円以内

設備資金・運転資金
10年以内（うち据置期間2年以内）

【担保・保証人】

無担保・無保証人

【利率】

特別利率

自己負担

持続化補助金
補助率
２／３

補
助
対
象
経
費
総
額

持続的な経営に向けた経営計画に基づく販路開拓等の取組を支援

「小規模事業者持続化補助金（一般型・創業型）」
補助上限：一般型50万円、創業型200万円

◎本補助金の自己負担分やつなぎの融資にご利用いただけます。
 詳しくは、お近くの商工会、商工会議所にお問い合わせください。

【活用事例】

※毎月変動しますので、詳しくはお近くの日本政策金融公庫または
 沖縄振興開発金融公庫の各支店にお尋ねください。

令和7年4月24日時点版



○賃上げ貸付利率特例制度

以下のどちらかに該当する場合、特別利率－0.5％（貸付後から2年）
・雇用者給与等支給額が直近の決算期と比較して、2.5％以上増加する見込みがある者
・雇用者給与等支給額が直近の決算期において、既に2.5％以上増加している者

【併用できる特例制度】

融資額 2,000万円以内

融資期間
設備資金・運転資金

10年以内（うち据置期間2年以内）

利率
特別利率

※毎月変動しますので、詳しくはお近くの日本政策金融公庫または
 沖縄振興開発金融公庫の各支店にお尋ねください。

担保・保証人 無担保・無保証人

概 要

融資までの流れ

STEP１
伴走支援

商工会・商工会議所の会員・非会員に関わらず、相談を受けた
小規模事業者に対して、商工会・商工会議所等が伴走支援します。

STEP２
推薦依頼

STEP３
推薦

STEP４
融資

商工会・商工会議所等にマル経融資の推薦を依頼してください。

商工会・商工会議所等で受付後、審査を経て、日本政策金融公庫
（沖縄県は沖縄振興開発金融公庫）へ推薦します。

日本政策金融公庫（沖縄振興開発金融公庫）の審査を経て、小
規模事業者に融資が行われます。

【お問い合わせ】
マル経融資にご興味のある小規模事業者の皆様におかれましては、お近くの日本政策金融公庫または沖
縄振興開発金融公庫各支店、商工会、商工会議所にお気軽にお問い合わせください。

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫 日本商工会議所
全国商工会連合会

全国商工会連合会沖縄振興開発金融公庫

https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html
https://www.jcci.or.jp/support/financing/marukei/index.html
https://www.shokokai.or.jp/?page_id=202
https://www.shokokai.or.jp/?page_id=202
https://www.okinawakouko.go.jp/service/purpose/p001/1676539128/
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